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財務監査等 

 

第１ 監査の種類 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項及び第２項に規定する監査 

第２ 監査の基準 

監査の基準は、海南市監査基準（令和２年海南市監査委員告示第２号）に準拠してい

る。 

第３ 監査の対象 

総 務 部 総務課、シティプロモーション課、税務課、市民交流課、 

          危機管理課、下津行政局 

く ら し 部 市立こじか保育所 

消   防  本  部 

教育委員会教育機関 市立第三中学校 

水   道   部  

第４ 監査の期間及び実施場所 

令和８年３月17日から令和８年３月19日まで 

監査対象課等において実施 

第５ 監査の着眼点 

１ 財務監査 

⑴  予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。 

⑵  予算の執行は、適正な権限者が行い、その手続きは適正に行われているか。 

⑶  会計区分、年度区分及び予算科目を誤って執行しているものはないか。 

⑷  事務処理で法令等に違反するものはないか。 

⑸  計数に違算はないか。特に各種の帳簿、証拠書類等の計数は各種帳簿類の計数と

符合しているか。 

⑹  各種の帳簿及び書類は、法令等に定められた様式が使用されているか。また、帳

簿等の整備記帳、各種証拠書類の整理保存等は適正に行われているか。 

⑺ 現金（前渡金、概算払金、つり銭、窓口保管金等）及び有価証券等は、適切な場 

所に保管され、その取り扱いは適正に行われているか。 

⑻  経理事務の管理点検体制が確立され、有効に機能しているか。 

⑼  事務処理の組織又は手続きに改善の余地はないか。 



 
⑽  現金等の取り扱いでは、現金取扱マニュアルに基づき適正に行われているか。 

⑾  収納金は、遅延なく指定金融機関等に払い込まれているか。 

⑿  つり銭資金の取扱及び保管は、適正に行われているか。 

⒀  郵便切手の取扱及び保管は、適正に行われているか。 

⒁  不納欠損処分は、適時かつ厳正に行われているか。 

⒂  違法、不当な支出又は不経済な支出はないか。 

⒃  支出決定は、正当な権限者により行われているか。 

⒄  契約の方法及び手続きは、法令等に基づき適正に行われているか。 

⒅  財産管理は、法令等に基づき適正に行われているか。 

２ 行政監査 

⑴  事務事業の執行にあたっては、市民の福祉の増進、市民負担の軽減、市民サービ

スの向上に努めているか。 

⑵  事務事業は、その目的を達成するために有効なものとなっているか。 

⑶  事務処理は、能率的かつ効率的に行われ、改善すべき点はないか。 

⑷  事務の執行は、法令等に従って適正に行われているか。 

⑸  最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めて

いるか。 

⑹  各所管課間の連携、整合性、総合性がとれ、公平性、信頼性が確保されているか。 

⑺  施設は安全性を考慮して管理運営されているか。また、災害対策や防犯対策は万

全か。 

⑻  防火管理者の選任及び消防計画の策定は、法令等に基づき適正に行われているか。 

⑼  準公金の取り扱いでは、準公金取扱要綱等に基づき適正に行われているか。 

⑽  公印の取り扱いでは、法令等に基づき適正に行われているか。 

⑾  文書管理の取り扱いでは、法令等に基づき適正に行われているか。 

⑿  出張等の手続きでは、法令等に基づき適正に行われているか。 

⒀  備品台帳等の手続きでは、法令等に基づき適正に行われているか。 

第６ 監査の実施内容 

所管事務が関係法令等に準拠し効率的かつ合理的に行われているかどうかを主眼と

し、事前に監査対象課等から提出された資料に基づく調査を行った上で、所属長等から

の説明を聴取し質疑応答により実施した。 

 



 
第７ 監査の結果 

監査を行った範囲内において、財務に関する事務及び行政事務全般を通じて、その処

理はおおむね適正に執行されているものと認められた。なお、一部の事務において改善

を要する事項が見受けられたので、速やかに必要な措置を講ずるとともに、適正な事務

の執行に努められたい。 

改善を要する事項は、次のとおりである。 

⑴ 準公金の管理について 

準公金に係る通帳と預金口座の届出印が同じ担当者のもとで管理されている事例が

見受けられた。準公金の管理については、海南市準公金取扱要綱及び海南市立学校準

公金取扱要綱に規定されており、通帳の管理責任者は会計担当者、預金口座の届出印

の管理責任者は準公金管理者である。それぞれ別の者が別の場所で管理すべきである。 

⑵ 郵便切手及びレターパックの管理について 

切手出納簿について、取扱者名欄及び確認欄のない様式で作成されている事例が見

受けられた。総務課通知の参考様式に準じて作成すること。また、レターパックにつ

いても同様に出納簿を作成し在庫管理を行うこと。 


